
（
直
系
尊
属
か
ら
住
宅
取
得
等
資
金
の
贈
与
を
受
け
た
場
合
の
贈
与
税
の
非
課
税
）

（
直
系
尊
属
か
ら
住
宅
取
得
等
資
金
の
贈
与
を
受
け
た
場
合
の
贈
与
税
の
非
課
税
）

第
二
十
三
条
の
五
の
二

省

略

第
二
十
三
条
の
五
の
二

同

上

２

省

略

２

同

上

３

施
行
令
第
四
十
条
の
四
の
二
第
四
項
に
規
定
す
る
建
築
後
使
用
さ
れ
た
こ
と
の
あ
る

３

同

上

住
宅
用
家
屋
は
、
同
項
各
号
に
掲
げ
る
要
件
の
全
て
に
該
当
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
次

の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
証
明
又
は
確

認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

次
号
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合

次
に
掲
げ
る
方
法
（
当
該
住
宅
用
家
屋
が
耐

一

同

上

震
基
準
（
法
第
七
十
条
の
二
第
二
項
第
三
号
に
規
定
す
る
耐
震
基
準
を
い
う
。
ロ
に

お
い
て
同
じ
。
）
の
う
ち
、
昭
和
五
十
七
年
一
月
一
日
以
後
に
建
築
さ
れ
た
も
の
で

あ
る
こ
と
に
つ
い
て
証
明
又
は
確
認
を
受
け
る
場
合
に
は
、
イ
に
掲
げ
る
方
法
）

イ

省

略

イ

同

上

ロ

当
該
住
宅
用
家
屋
が
耐
震
基
準
（
建
築
基
準
法
施
行
令
第
三
章
及
び
第
五
章
の

ロ

当
該
住
宅
用
家
屋
が
耐
震
基
準
（
建
築
基
準
法
施
行
令
第
三
章
及
び
第
五
章
の

四
の
規
定
又
は
国
土
交
通
大
臣
が
財
務
大
臣
と
協
議
し
て
定
め
る
地
震
に
対
す
る

四
の
規
定
又
は
国
土
交
通
大
臣
が
財
務
大
臣
と
協
議
し
て
定
め
る
地
震
に
対
す
る

安
全
性
に
係
る
基
準
に
限
る
。
第
八
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
適
合
す
る
旨
を
証

安
全
性
に
係
る
基
準
に
限
る
。
第
七
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
適
合
す
る
旨
を
証

す
る
書
類
で
国
土
交
通
大
臣
が
財
務
大
臣
と
協
議
し
て
定
め
る
も
の
を
贈
与
税
の

す
る
書
類
で
国
土
交
通
大
臣
が
財
務
大
臣
と
協
議
し
て
定
め
る
も
の
を
贈
与
税
の

申
告
書
に
添
付
す
る
方
法

申
告
書
に
添
付
す
る
方
法

二

省

略

二

同

上

４

施
行
令
第
四
十
条
の
四
の
二
第
五
項
に
規
定
す
る
財
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

４

同

上

り
証
明
が
さ
れ
た
工
事
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定

め
る
書
類
を
贈
与
税
の
申
告
書
に
添
付
す
る
こ
と
に
よ
り
証
明
が
さ
れ
た
工
事
と
す
る
。

一

住
宅
取
得
等
資
金
を
贈
与
に
よ
り
取
得
し
た
日
の
属
す
る
年
の
翌
年
三
月
十
五
日

一

住
宅
取
得
等
資
金
を
贈
与
に
よ
り
取
得
し
た
日
の
属
す
る
年
の
翌
年
三
月
十
五
日

ま
で
に
、
特
定
受
贈
者
（
法
第
七
十
条
の
二
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
特
定
受
贈

ま
で
に
、
特
定
受
贈
者
（
法
第
七
十
条
の
二
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
特
定
受
贈

者
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
居
住
の
用
に
供
し
て
い
る
家
屋
（

者
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
居
住
の
用
に
供
し
て
い
る
家
屋
（

次
号
及
び
第
十
項
第
三
号
に
お
い
て
「
増
改
築
対
象
家
屋
」
と
い
う
。
）
の
法
第
七

次
号
及
び
第
九
項
第
三
号
に
お
い
て
「
増
改
築
対
象
家
屋
」
と
い
う
。
）
の
法
第
七

十
条
の
二
第
二
項
第
四
号
に
規
定
す
る
増
改
築
等
（
次
号
、
第
六
項
第
三
号
及
び
第

十
条
の
二
第
二
項
第
四
号
に
規
定
す
る
増
改
築
等
（
次
号
、
次
項
第
三
号
及
び
第
九

十
項
第
三
号
に
お
い
て
「
増
改
築
等
」
と
い
う
。
）
を
し
た
場
合

次
に
掲
げ
る
工

項
第
三
号
に
お
い
て
「
増
改
築
等
」
と
い
う
。
）
を
し
た
場
合

次
に
掲
げ
る
工
事

事
の
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
書
類

の
区
分
に
応
じ
次
に
定
め
る
書
類

イ
～
チ

省

略

イ
～
チ

同

上

二

住
宅
取
得
等
資
金
を
贈
与
に
よ
り
取
得
し
た
日
の
属
す
る
年
の
翌
年
三
月
十
五
日

二

住
宅
取
得
等
資
金
を
贈
与
に
よ
り
取
得
し
た
日
の
属
す
る
年
の
翌
年
三
月
十
五
日

に
お
い
て
増
改
築
対
象
家
屋
が
第
二
項
に
規
定
す
る
増
改
築
等
の
完
了
に
準
ず
る
状

に
お
い
て
増
改
築
対
象
家
屋
が
第
二
項
に
規
定
す
る
増
改
築
等
の
完
了
に
準
ず
る
状

態
に
あ
る
場
合
又
は
災
害
に
基
因
す
る
や
む
を
得
な
い
事
情
に
よ
り
同
日
ま
で
に
増

態
に
あ
る
場
合
又
は
災
害
に
基
因
す
る
や
む
を
得
な
い
事
情
に
よ
り
同
日
ま
で
に
増

改
築
対
象
家
屋
の
増
改
築
等
が
で
き
な
か
つ
た
場
合

当
該
増
改
築
対
象
家
屋
の
工

改
築
対
象
家
屋
の
増
改
築
等
が
で
き
な
か
つ
た
場
合

当
該
増
改
築
対
象
家
屋
の
工
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事
が
完
了
し
た
と
き
は
遅
滞
な
く
前
号
イ
か
ら
チ
ま
で
に
掲
げ
る
工
事
の
区
分
に
応

事
が
完
了
し
た
と
き
は
遅
滞
な
く
前
号
イ
か
ら
チ
ま
で
に
掲
げ
る
工
事
の
区
分
に
応

じ
そ
れ
ぞ
れ
同
号
イ
か
ら
チ
ま
で
に
定
め
る
書
類
を
住
宅
取
得
等
資
金
を
贈
与
に
よ

じ
同
号
イ
か
ら
チ
ま
で
に
定
め
る
書
類
を
住
宅
取
得
等
資
金
を
贈
与
に
よ
り
取
得
し

り
取
得
し
た
日
の
属
す
る
年
分
（
第
六
項
第
三
号
ロ
及
び
第
十
項
第
三
号
に
お
い
て

た
日
の
属
す
る
年
分
（
次
項
第
三
号
ロ
及
び
第
九
項
第
三
号
に
お
い
て
「
増
改
築
適

「
増
改
築
適
用
年
分
」
と
い
う
。
）
の
贈
与
税
に
係
る
納
税
地
の
所
轄
税
務
署
長
に

用
年
分
」
と
い
う
。
）
の
贈
与
税
に
係
る
納
税
地
の
所
轄
税
務
署
長
に
提
出
す
る
こ

提
出
す
る
こ
と
を
約
す
る
書
類

と
を
約
す
る
書
類

５

施
行
令
第
四
十
条
の
四
の
二
第
八
項
に
規
定
す
る
財
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
証
明
が
さ
れ
た
住
宅
用
の
家
屋
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
当
該

各
号
に
定
め
る
書
類
を
贈
与
税
の
申
告
書
に
添
付
す
る
こ
と
に
よ
り
証
明
が
さ
れ
た
も

の
と
す
る
。

一

次
号
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合

当
該
住
宅
用
の
家
屋
が
国
土
交
通
大
臣
が
財

務
大
臣
と
協
議
し
て
定
め
る
施
行
令
第
四
十
条
の
四
の
二
第
八
項
に
規
定
す
る
住
宅

用
の
家
屋
に
該
当
す
る
旨
を
証
す
る
書
類

二

住
宅
取
得
等
資
金
を
贈
与
に
よ
り
取
得
し
た
日
の
属
す
る
年
の
翌
年
三
月
十
五
日

に
お
い
て
住
宅
用
の
家
屋
が
第
一
項
に
規
定
す
る
新
築
に
準
ず
る
状
態
に
あ
る
場
合

又
は
災
害
に
基
因
す
る
や
む
を
得
な
い
事
情
に
よ
り
同
日
ま
で
に
住
宅
用
の
家
屋
の

新
築
若
し
く
は
取
得
が
で
き
な
か
つ
た
場
合

当
該
住
宅
用
の
家
屋
の
工
事
が
完
了

し
た
と
き
、
又
は
当
該
住
宅
用
の
家
屋
の
新
築
若
し
く
は
取
得
を
し
た
と
き
は
遅
滞

な
く
前
号
に
定
め
る
書
類
を
当
該
贈
与
の
日
の
属
す
る
年
分
の
贈
与
税
に
係
る
納
税

地
の
所
轄
税
務
署
長
に
提
出
す
る
こ
と
を
約
す
る
書
類

６

施
行
令
第
四
十
条
の
四
の
二
第
九
項
に
規
定
す
る
財
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

５

施
行
令
第
四
十
条
の
四
の
二
第
八
項
に
規
定
す
る
財
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
証
明
が
さ
れ
た
住
宅
用
の
家
屋
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
当
該

り
証
明
が
さ
れ
た
住
宅
用
の
家
屋
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
当
該

各
号
に
定
め
る
書
類
を
贈
与
税
の
申
告
書
に
添
付
す
る
こ
と
に
よ
り
証
明
が
さ
れ
た
も

各
号
に
定
め
る
書
類
を
贈
与
税
の
申
告
書
に
添
付
す
る
こ
と
に
よ
り
証
明
が
さ
れ
た
も

の
と
す
る
。

の
と
す
る
。

一

次
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合

当
該
住
宅
用
の
家
屋
が
国
土
交

一

次
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合

当
該
住
宅
用
の
家
屋
が
国
土
交

通
大
臣
が
財
務
大
臣
と
協
議
し
て
定
め
る
施
行
令
第
四
十
条
の
四
の
二
第
九
項
に
規

通
大
臣
が
財
務
大
臣
と
協
議
し
て
定
め
る
施
行
令
第
四
十
条
の
四
の
二
第
八
項
に
規

定
す
る
住
宅
用
の
家
屋
に
該
当
す
る
旨
を
証
す
る
書
類

定
す
る
住
宅
用
の
家
屋
に
該
当
す
る
旨
を
証
す
る
書
類

二

住
宅
取
得
等
資
金
を
贈
与
に
よ
り
取
得
し
た
日
の
属
す
る
年
の
翌
年
三
月
十
五
日

二

住
宅
取
得
等
資
金
を
贈
与
に
よ
り
取
得
し
た
日
の
属
す
る
年
の
翌
年
三
月
十
五
日

に
お
い
て
住
宅
用
の
家
屋
が
第
一
項
に
規
定
す
る
新
築
に
準
ず
る
状
態
に
あ
る
場
合

に
お
い
て
住
宅
用
の
家
屋
が
第
一
項
に
規
定
す
る
新
築
に
準
ず
る
状
態
に
あ
る
場
合

又
は
災
害
に
基
因
す
る
や
む
を
得
な
い
事
情
に
よ
り
同
日
ま
で
に
住
宅
用
の
家
屋
の

又
は
災
害
に
基
因
す
る
や
む
を
得
な
い
事
情
に
よ
り
同
日
ま
で
に
住
宅
用
の
家
屋
の

新
築
若
し
く
は
取
得
が
で
き
な
か
つ
た
場
合

当
該
住
宅
用
の
家
屋
の
工
事
が
完
了

新
築
若
し
く
は
取
得
が
で
き
な
か
つ
た
場
合

当
該
住
宅
用
の
家
屋
の
工
事
が
完
了

し
た
と
き
、
又
は
当
該
住
宅
用
の
家
屋
の
新
築
若
し
く
は
取
得
を
し
た
と
き
は
遅
滞

し
た
と
き
又
は
当
該
住
宅
用
の
家
屋
の
新
築
若
し
く
は
取
得
を
し
た
と
き
は
遅
滞
な

な
く
前
号
に
定
め
る
書
類
を
当
該
贈
与
の
日
の
属
す
る
年
分
の
贈
与
税
に
係
る
納
税

く
前
号
に
定
め
る
書
類
を
当
該
贈
与
の
日
の
属
す
る
年
分
の
贈
与
税
に
係
る
納
税
地

地
の
所
轄
税
務
署
長
に
提
出
す
る
こ
と
を
約
す
る
書
類

の
所
轄
税
務
署
長
に
提
出
す
る
こ
と
を
約
す
る
書
類
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三

住
宅
取
得
等
資
金
を
充
て
て
増
改
築
等
を
し
た
場
合

次
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分

三

同

上

に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
書
類

イ

住
宅
取
得
等
資
金
を
贈
与
に
よ
り
取
得
し
た
日
の
属
す
る
年
の
翌
年
三
月
十
五

イ

住
宅
取
得
等
資
金
を
贈
与
に
よ
り
取
得
し
た
日
の
属
す
る
年
の
翌
年
三
月
十
五

日
ま
で
に
、
住
宅
用
の
家
屋
の
増
改
築
等
を
し
た
場
合

第
一
号
に
定
め
る
書
類

日
ま
で
に
、
住
宅
用
の
家
屋
の
増
改
築
等
を
し
た
場
合

第
一
号
に
定
め
る
書
類

又
は
第
四
項
第
一
号
チ
に
定
め
る
書
類

又
は
前
項
第
一
号
チ
に
定
め
る
書
類

ロ

省

略

ロ

同

上

７

法
第
七
十
条
の
二
第
七
項
に
規
定
す
る
財
務
省
令
で
定
め
る
手
続
は
、
同
項
に
規
定

６

法
第
七
十
条
の
二
第
七
項
に
規
定
す
る
財
務
省
令
で
定
め
る
手
続
は
、
同
項
に
規
定

す
る
要
耐
震
改
修
住
宅
用
家
屋
の
取
得
の
日
ま
で
に
同
日
以
後
当
該
要
耐
震
改
修
住
宅

す
る
要
耐
震
改
修
住
宅
用
家
屋
の
取
得
の
日
ま
で
に
同
日
以
後
当
該
要
耐
震
改
修
住
宅

用
家
屋
の
耐
震
改
修
（
同
項
に
規
定
す
る
耐
震
改
修
を
い
う
。
次
項
及
び
第
十
項
第
二

用
家
屋
の
耐
震
改
修
（
同
項
に
規
定
す
る
耐
震
改
修
を
い
う
。
次
項
及
び
第
九
項
第
二

号
ハ
⑴

に
お
い
て
同
じ
。
）
を
行
う
こ
と
に
つ
き
国
土
交
通
大
臣
が
財
務
大
臣
と
協

号
ハ
⑴

に
お
い
て
同
じ
。
）
を
行
う
こ
と
に
つ
き
国
土
交
通
大
臣
が
財
務
大
臣
と
協

議
し
て
定
め
る
書
類
に
基
づ
い
て
行
う
申
請
と
す
る
。

議
し
て
定
め
る
書
類
に
基
づ
い
て
行
う
申
請
と
す
る
。

８

省

略

７

同

上

９

施
行
令
第
四
十
条
の
四
の
二
第
十
項
に
規
定
す
る
建
築
後
使
用
さ
れ
た
こ
と
の
あ
る

８

施
行
令
第
四
十
条
の
四
の
二
第
九
項
に
規
定
す
る
建
築
後
使
用
さ
れ
た
こ
と
の
あ
る

住
宅
用
家
屋
は
、
同
条
第
二
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
第
三

住
宅
用
家
屋
は
、
同
条
第
二
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
第
三

項
第
一
号
イ
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
証
明
又
は
確
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

項
第
一
号
イ
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
証
明
又
は
確
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

法
第
七
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
同
条
第
十
四
項

９

同

上

10
の
規
定
に
よ
り
贈
与
税
の
申
告
書
に
添
付
す
る
書
類
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
住
宅
取

得
等
資
金
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
書
類
（
同
条
第
十
二
項
に
規
定
す
る
場

合
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
当
該
書
類
及
び
市
町
村
長
又
は
特
別
区
の
区
長
の
証
明
書

そ
の
他
の
書
類
で
同
項
の
新
築
若
し
く
は
取
得
を
し
た
住
宅
用
家
屋
、
取
得
を
し
た
既

存
住
宅
用
家
屋
又
は
増
改
築
等
を
し
た
住
宅
用
の
家
屋
が
同
項
に
規
定
す
る
自
然
災
害

に
よ
り
滅
失
（
通
常
の
修
繕
に
よ
つ
て
は
原
状
回
復
が
困
難
な
損
壊
を
含
む
。
第
一
号

ニ
、
第
二
号
ニ
及
び
第
三
号
ニ
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
し
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
も

の
）
と
す
る
。

一

法
第
七
十
条
の
二
第
二
項
第
五
号
イ
に
掲
げ
る
同
項
第
二
号
に
規
定
す
る
住
宅
用

一

法
第
七
十
条
の
二
第
二
項
第
五
号
イ
に
掲
げ
る
同
項
第
二
号
に
規
定
す
る
住
宅
用

家
屋
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
住
宅
用
家
屋
」
と
い
う
。
）
の
新
築
又
は
取
得
の

家
屋
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
住
宅
用
家
屋
」
と
い
う
。
）
の
新
築
又
は
取
得
の

対
価
に
充
て
る
た
め
の
住
宅
取
得
等
資
金

次
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
そ
れ

対
価
に
充
て
る
た
め
の
住
宅
取
得
等
資
金

次
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
次
に

ぞ
れ
次
に
定
め
る
書
類

定
め
る
書
類

イ

住
宅
取
得
等
資
金
を
贈
与
に
よ
り
取
得
し
た
日
の
属
す
る
年
の
翌
年
三
月
十
五

イ

同

上

日
ま
で
に
、
住
宅
用
家
屋
の
法
第
七
十
条
の
二
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
新
築

又
は
取
得
を
し
、
当
該
住
宅
用
家
屋
を
特
定
受
贈
者
の
居
住
の
用
に
供
し
た
場
合

次
に
掲
げ
る
書
類

⑴

省

略

⑴

同

上
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⑵

当
該
特
定
受
贈
者
の
戸
籍
の
謄
本
そ
の
他
の
書
類
で
当
該
特
定
受
贈
者
の
氏

⑵

当
該
特
定
受
贈
者
の
戸
籍
の
謄
本
そ
の
他
の
書
類
で
当
該
特
定
受
贈
者
の
氏

名
及
び
生
年
月
日
並
び
に
当
該
住
宅
取
得
等
資
金
の
贈
与
を
し
た
者
が
当
該
特

名
、
生
年
月
日
及
び
当
該
住
宅
取
得
等
資
金
の
贈
与
を
し
た
者
が
当
該
特
定
受

定
受
贈
者
の
直
系
尊
属
に
該
当
す
る
こ
と
を
証
す
る
も
の

贈
者
の
直
系
尊
属
に
該
当
す
る
こ
と
を
証
す
る
も
の

⑶
～
⑸

省

略

⑶
～
⑸

同

上

ロ

省

略

ロ

同

上

ハ

住
宅
取
得
等
資
金
を
贈
与
に
よ
り
取
得
し
た
日
の
属
す
る
年
の
翌
年
三
月
十
五

ハ

同

上

日
に
お
い
て
、
住
宅
用
家
屋
が
第
一
項
に
規
定
す
る
新
築
に
準
ず
る
状
態
に
あ
る

場
合

次
に
掲
げ
る
書
類

⑴
～
⑶

省

略

⑴
～
⑶

同

上

⑷

当
該
住
宅
用
家
屋
を
法
第
七
十
条
の
二
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
同
日
後

⑷

当
該
住
宅
用
家
屋
を
法
第
七
十
条
の
二
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
同
日
後

遅
滞
な
く
当
該
特
定
受
贈
者
の
居
住
の
用
に
供
す
る
こ
と
及
び
当
該
住
宅
用
家

遅
滞
な
く
当
該
特
定
受
贈
者
の
居
住
の
用
に
供
す
る
こ
と
並
び
に
当
該
住
宅
用

屋
を
居
住
の
用
に
供
し
た
と
き
は
遅
滞
な
く
イ
⑷
に
掲
げ
る
書
類
を
適
用
年
分

家
屋
を
居
住
の
用
に
供
し
た
と
き
は
遅
滞
な
く
イ
⑷
に
掲
げ
る
書
類
を
適
用
年

の
贈
与
税
に
係
る
納
税
地
の
所
轄
税
務
署
長
に
提
出
す
る
こ
と
を
約
す
る
書
類

分
の
贈
与
税
に
係
る
納
税
地
の
所
轄
税
務
署
長
に
提
出
す
る
こ
と
を
約
す
る
書

で
、
当
該
居
住
の
用
に
供
す
る
予
定
時
期
の
記
載
が
あ
る
も
の

類
で
、
当
該
居
住
の
用
に
供
す
る
予
定
時
期
の
記
載
が
あ
る
も
の

ニ
・
ホ

省

略

ニ
・
ホ

同

上

二

法
第
七
十
条
の
二
第
二
項
第
五
号
ロ
に
掲
げ
る
同
項
第
三
号
に
規
定
す
る
既
存
住

二

法
第
七
十
条
の
二
第
二
項
第
五
号
ロ
に
掲
げ
る
同
項
第
三
号
に
規
定
す
る
既
存
住

宅
用
家
屋
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
既
存
住
宅
用
家
屋
」
と
い
う
。
）
の
取
得
の

宅
用
家
屋
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
既
存
住
宅
用
家
屋
」
と
い
う
。
）
の
取
得
の

対
価
に
充
て
る
た
め
の
住
宅
取
得
等
資
金

次
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
そ
れ

対
価
に
充
て
る
た
め
の
住
宅
取
得
等
資
金

次
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
次
に

ぞ
れ
次
に
定
め
る
書
類

定
め
る
書
類

イ
・
ロ

省

略

イ
・
ロ

同

上

ハ

当
該
既
存
住
宅
用
家
屋
が
法
第
七
十
条
の
二
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
二

ハ

当
該
既
存
住
宅
用
家
屋
が
法
第
七
十
条
の
二
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
二

項
第
三
号
に
規
定
す
る
既
存
住
宅
用
家
屋
と
み
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
場
合

次

項
第
三
号
に
規
定
す
る
既
存
住
宅
用
家
屋
と
み
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
場
合

次

に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
書
類

に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
次
に
定
め
る
書
類

⑴

イ
に
掲
げ
る
場
合

次
に
掲
げ
る
書
類

⑴

同

上

省

略

同

上

当
該
既
存
住
宅
用
家
屋
の
耐
震
改
修
に
係
る
建
築
物
の
耐
震
改
修
の
促
進

当
該
既
存
住
宅
用
家
屋
の
耐
震
改
修
に
係
る
建
築
物
の
耐
震
改
修
の
促
進

に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
別
記
第
五
号
様
式
に
規
定
す
る
認
定
申
請
書
又
は

に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
別
記
第
五
号
様
式
に
規
定
す
る
認
定
申
請
書
又
は

第
七
項
に
規
定
す
る
書
類
の
写
し
で
同
項
の
申
請
を
し
た
こ
と
を
証
す
る
も

第
六
項
に
規
定
す
る
書
類
の
写
し
で
同
項
の
申
請
を
し
た
こ
と
を
証
す
る
も

の

の

当
該
既
存
住
宅
用
家
屋
に
係
る
第
八
項
に
規
定
す
る
書
類
で
同
項
の
証
明

当
該
既
存
住
宅
用
家
屋
に
係
る
第
七
項
に
規
定
す
る
書
類
で
同
項
の
証
明

が
さ
れ
た
こ
と
を
証
す
る
も
の

が
さ
れ
た
こ
と
を
証
す
る
も
の

⑵

省

略

⑵

同

上

ニ
・
ホ

省

略

ニ
・
ホ

同

上

3-4



三

増
改
築
等
の
対
価
に
充
て
る
た
め
の
住
宅
取
得
等
資
金

次
に
掲
げ
る
場
合
の
区

三

増
改
築
等
の
対
価
に
充
て
る
た
め
の
住
宅
取
得
等
資
金

次
に
掲
げ
る
場
合
の
区

分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
書
類

分
に
応
じ
次
に
定
め
る
書
類

イ
～
ホ

省

略

イ
～
ホ

同

上

施
行
令
第
四
十
条
の
四
の
二
第
十
二
項
の
規
定
に
よ
り
法
第
七
十
条
の
二
第
十
四
項

施
行
令
第
四
十
条
の
四
の
二
第
十
一
項
の
規
定
に
よ
り
法
第
七
十
条
の
二
第
十
四
項

11

10

の
規
定
を
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
に
お
け
る
第
三
項
か
ら
第
六
項
ま
で
及
び
前
項

の
規
定
を
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
に
お
け
る
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
及
び
前
項

の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
三
項
中
「
法
第
七
十
条
の
二
第
十
四
項
に
規
定
す
る

の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
三
項
中
「
法
第
七
十
条
の
二
第
十
四
項
に
規
定
す
る

申
告
書
」
と
あ
る
の
は
「
施
行
令
第
四
十
条
の
四
の
二
第
十
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み

申
告
書
」
と
あ
る
の
は
「
施
行
令
第
四
十
条
の
四
の
二
第
十
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み

替
え
て
適
用
す
る
法
第
七
十
条
の
二
第
十
四
項
に
規
定
す
る
申
告
書
又
は
更
正
請
求
書

替
え
て
適
用
す
る
法
第
七
十
条
の
二
第
十
四
項
に
規
定
す
る
申
告
書
又
は
更
正
請
求
書

」
と
、
「
贈
与
税
の
申
告
書
」
と
あ
る
の
は
「
贈
与
税
の
申
告
書
等
」
と
、
第
四
項
か

」
と
、
「
贈
与
税
の
申
告
書
」
と
あ
る
の
は
「
贈
与
税
の
申
告
書
等
」
と
、
第
四
項
及

ら
第
六
項
ま
で
の
規
定
中
「
贈
与
税
の
申
告
書
」
と
あ
る
の
は
「
贈
与
税
の
申
告
書
等

び
第
五
項
中
「
贈
与
税
の
申
告
書
」
と
あ
る
の
は
「
贈
与
税
の
申
告
書
等
」
と
、
前
項

」
と
、
前
項
中
「
同
条
第
十
四
項
」
と
あ
る
の
は
「
施
行
令
第
四
十
条
の
四
の
二
第
十

中
「
同
条
第
十
四
項
」
と
あ
る
の
は
「
施
行
令
第
四
十
条
の
四
の
二
第
十
一
項
の
規
定

二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
法
第
七
十
条
の
二
第
十
四
項
」
と
、
「
贈

に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
法
第
七
十
条
の
二
第
十
四
項
」
と
、
「
贈
与
税
の
申
告

与
税
の
申
告
書
」
と
あ
る
の
は
「
贈
与
税
の
申
告
書
等
」
と
す
る
。

書
」
と
あ
る
の
は
「
贈
与
税
の
申
告
書
等
」
と
す
る
。

施
行
令
第
四
十
条
の
四
の
二
第
十
五
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
相
続
人
が

施
行
令
第
四
十
条
の
四
の
二
第
十
四
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
相
続
人
が

12

11

法
第
七
十
条
の
二
第
十
四
項
に
規
定
す
る
書
類
を
提
出
す
る
場
合
に
お
け
る
第
十
項
の

法
第
七
十
条
の
二
第
十
四
項
に
規
定
す
る
書
類
を
提
出
す
る
場
合
に
お
け
る
第
九
項
の

規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
第
一
号
イ
⑵
中
「
も
の
」
と
あ
る
の
は
、
「
も
の
、

規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
第
一
号
イ
⑵
中
「
、
生
年
月
日
及
び
」
と
あ
る
の
は

当
該
特
定
受
贈
者
が
法
第
七
十
条
の
二
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
新
築
等
を
し
た
住

「
及
び
生
年
月
日
、
」
と
、
「
も
の
」
と
あ
る
の
は
「
も
の
、
当
該
特
定
受
贈
者
が
法

宅
用
の
家
屋
を
居
住
の
用
に
供
し
て
い
た
こ
と
を
証
す
る
書
類
並
び
に
戸
籍
の
謄
本
そ

第
七
十
条
の
二
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
新
築
等
を
し
た
住
宅
用
の
家
屋
を
居
住
の

の
他
の
書
類
で
施
行
令
第
四
十
条
の
四
の
二
第
十
五
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と

用
に
供
し
て
い
た
こ
と
を
証
す
る
書
類
並
び
に
戸
籍
の
謄
本
そ
の
他
の
書
類
で
施
行
令

す
る
者
が
同
項
に
規
定
す
る
相
続
人
に
該
当
す
る
こ
と
を
証
す
る
も
の
」
と
す
る
。

第
四
十
条
の
四
の
二
第
十
四
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
同
項
に
規
定

す
る
相
続
人
に
該
当
す
る
こ
と
を
証
す
る
も
の
」
と
す
る
。

（
直
系
尊
属
か
ら
結
婚
・
子
育
て
資
金
の
一
括
贈
与
を
受
け
た
場
合
の
贈
与
税
の
非
課

（
直
系
尊
属
か
ら
結
婚
・
子
育
て
資
金
の
一
括
贈
与
を
受
け
た
場
合
の
贈
与
税
の
非
課

税
）

税
）

第
二
十
三
条
の
五
の
四

省

略

第
二
十
三
条
の
五
の
四

同

上

２

施
行
令
第
四
十
条
の
四
の
四
第
七
項
第
四
号
に
規
定
す
る
財
務
省
令
で
定
め
る
施
設

２

同

上

は
、
次
に
掲
げ
る
施
設
と
す
る
。

一

省

略

一

同

上

二

児
童
福
祉
法
第
六
条
の
二
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
障
害
児
通
所
支
援
事
業
（
同

二

児
童
福
祉
法
第
六
条
の
二
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
障
害
児
通
所
支
援
事
業
（
同

条
第
三
項
に
規
定
す
る
放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
を
行
う
事
業
を
除
く
。
）
、
同
法

条
第
四
項
に
規
定
す
る
放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
を
行
う
事
業
を
除
く
。
）
、
同
法

第
六
条
の
三
第
三
項
に
規
定
す
る
子
育
て
短
期
支
援
事
業
、
同
条
第
六
項
に
規
定
す

第
六
条
の
三
第
三
項
に
規
定
す
る
子
育
て
短
期
支
援
事
業
、
同
条
第
六
項
に
規
定
す

る
地
域
子
育
て
支
援
拠
点
事
業
、
同
条
第
七
項
に
規
定
す
る
一
時
預
か
り
事
業
、
同

る
地
域
子
育
て
支
援
拠
点
事
業
、
同
条
第
七
項
に
規
定
す
る
一
時
預
か
り
事
業
、
同

条
第
八
項
に
規
定
す
る
小
規
模
住
居
型
児
童
養
育
事
業
、
同
条
第
九
項
に
規
定
す
る

条
第
八
項
に
規
定
す
る
小
規
模
住
居
型
児
童
養
育
事
業
、
同
条
第
九
項
に
規
定
す
る
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家
庭
的
保
育
事
業
、
同
条
第
十
項
に
規
定
す
る
小
規
模
保
育
事
業
、
同
条
第
十
一
項

家
庭
的
保
育
事
業
、
同
条
第
十
項
に
規
定
す
る
小
規
模
保
育
事
業
、
同
条
第
十
一
項

に
規
定
す
る
居
宅
訪
問
型
保
育
事
業
、
同
条
第
十
二
項
に
規
定
す
る
事
業
所
内
保
育

に
規
定
す
る
居
宅
訪
問
型
保
育
事
業
、
同
条
第
十
二
項
に
規
定
す
る
事
業
所
内
保
育

事
業
、
同
条
第
十
三
項
に
規
定
す
る
病
児
保
育
事
業
、
同
条
第
十
四
項
に
規
定
す
る

事
業
、
同
条
第
十
三
項
に
規
定
す
る
病
児
保
育
事
業
、
同
条
第
十
四
項
に
規
定
す
る

子
育
て
援
助
活
動
支
援
事
業
、
同
条
第
十
九
項
に
規
定
す
る
子
育
て
世
帯
訪
問
支
援

子
育
て
援
助
活
動
支
援
事
業
又
は
同
法
第
六
条
の
四
に
規
定
す
る
里
親
に
係
る
施
設

事
業
、
同
条
第
二
十
一
項
に
規
定
す
る
親
子
関
係
形
成
支
援
事
業
又
は
同
法
第
六
条

の
四
に
規
定
す
る
里
親
に
係
る
施
設

三

児
童
福
祉
法
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
児
童
福
祉
施
設
（
前
二
号
に
掲
げ
る
施

三

児
童
福
祉
法
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
児
童
福
祉
施
設
（
前
二
号
に
掲
げ
る
施

設
、
同
法
第
三
十
六
条
に
規
定
す
る
助
産
施
設
、
同
法
第
三
十
九
条
第
一
項
に
規
定

設
、
同
法
第
三
十
六
条
に
規
定
す
る
助
産
施
設
、
同
法
第
三
十
九
条
第
一
項
に
規
定

す
る
保
育
所
、
同
法
第
四
十
四
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
児
童
家
庭
支
援
セ
ン
タ

す
る
保
育
所
及
び
同
法
第
四
十
四
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
児
童
家
庭
支
援
セ
ン

ー
及
び
同
法
第
四
十
四
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
里
親
支
援
セ
ン
タ
ー
を
除
く
。
）

タ
ー
を
除
く
。
）

四
～
七

省

略

四
～
七

同

上

３
～

省

略

３
～

同

上

23

23

（
認
定
事
業
再
編
計
画
等
に
基
づ
き
行
う
登
記
の
税
率
の
軽
減
を
受
け
る
た
め
の
手
続

（
認
定
事
業
再
編
計
画
等
に
基
づ
き
行
う
登
記
の
税
率
の
軽
減
を
受
け
る
た
め
の
手
続

等
）

等
）

第
三
十
条
の
二

省

略

第
三
十
条
の
二

同

上

２

登
録
免
許
税
法
施
行
規
則
第
十
二
条
第
一
項
、
第
二
項
及
び
第
六
項
の
規
定
は
、
法

２

登
録
免
許
税
法
施
行
規
則
第
十
二
条
第
一
項
、
第
二
項
及
び
第
六
項
の
規
定
は
、
法

第
八
十
条
第
一
項
第
二
号
イ
に
規
定
す
る
財
務
省
令
で
定
め
る
も
の
に
つ
い
て
準
用
す

第
八
十
条
第
一
項
第
二
号
イ
及
び
第
四
項
第
二
号
イ
に
規
定
す
る
財
務
省
令
で
定
め
る

る
。

も
の
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

３

省

略

３

同

上

４

法
第
八
十
条
第
二
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
そ
の
登
記
の
申
請

書
に
、
当
該
登
記
が
同
項
の
規
定
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
の
主
務
大

臣
の
証
明
書
で
、
当
該
登
記
を
受
け
る
事
項
が
同
項
の
規
定
に
該
当
す
る
こ
と
及
び
当

該
事
項
が
記
載
さ
れ
た
同
項
に
規
定
す
る
認
定
特
別
事
業
再
編
計
画
に
係
る
認
定
の
日

の
記
載
が
あ
る
も
の
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

登
録
免
許
税
法
施
行
規
則
第
十
二
条
第
二
項
及
び
第
六
項
の
規
定
は
、
法
第
八
十
条

第
二
項
第
一
号
イ
に
規
定
す
る
財
務
省
令
で
定
め
る
も
の
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

６

法
第
八
十
条
第
三
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
そ
の
登
記
の
申
請

４

法
第
八
十
条
第
二
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
そ
の
登
記
の
申
請

書
に
、
経
済
産
業
省
関
係
産
業
競
争
力
強
化
法
施
行
規
則
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

書
に
、
経
済
産
業
省
関
係
産
業
競
争
力
強
化
法
施
行
規
則
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
証
明
に
係
る
書
類
で
、
当
該
登
記
に
係
る
会
社
の
設
立
が
産
業
競
争
力
強
化
法
第
百

る
証
明
に
係
る
書
類
で
、
当
該
登
記
に
係
る
会
社
の
設
立
が
産
業
競
争
力
強
化
法
第
百

二
十
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
認
定
創
業
支
援
等
事
業
計
画
に
係
る
同
法
第
百
二
十
七

二
十
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
認
定
創
業
支
援
等
事
業
計
画
に
係
る
同
法
第
百
二
十
七

条
第
一
項
又
は
第
百
二
十
八
条
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
市
町
村
（
特
別
区
を
含
む
。

条
第
一
項
又
は
第
百
二
十
八
条
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
市
町
村
（
特
別
区
を
含
む
。

）
の
区
域
内
に
お
い
て
同
法
第
二
条
第
三
十
三
項
に
規
定
す
る
特
定
創
業
支
援
等
事
業

）
の
区
域
内
に
お
い
て
同
法
第
二
条
第
三
十
一
項
に
規
定
す
る
特
定
創
業
支
援
等
事
業
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に
よ
る
支
援
を
受
け
て
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
の
記
載
が
あ
る
も
の
を
添
付
し
な
け

に
よ
る
支
援
を
受
け
て
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
の
記
載
が
あ
る
も
の
を
添
付
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

れ
ば
な
ら
な
い
。

５

法
第
八
十
条
第
三
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
そ
の
登
記
の
申
請

書
に
、
当
該
登
記
が
同
項
の
規
定
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
の
主
務
大

臣
の
証
明
書
で
、
当
該
登
記
を
受
け
る
事
項
が
同
項
の
規
定
に
該
当
す
る
こ
と
及
び
当

該
事
項
が
記
載
さ
れ
た
同
項
の
認
定
経
営
力
向
上
計
画
に
係
る
認
定
の
日
の
記
載
が
あ

る
も
の
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６

法
第
八
十
条
第
四
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
そ
の
登
記
の
申
請

書
に
、
当
該
登
記
が
同
項
の
規
定
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
の
主
務
大

臣
の
証
明
書
で
、
当
該
登
記
を
受
け
る
事
項
が
同
項
の
規
定
に
該
当
す
る
こ
と
及
び
当

該
事
項
が
記
載
さ
れ
た
同
項
の
認
定
事
業
再
編
計
画
に
係
る
認
定
の
日
の
記
載
が
あ
る

も
の
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
認
定
開
発
供
給
実
施
計
画
に
基
づ
き
行
う
登
記
の
税
率
の
軽
減
を
受
け
る
た
め
の
手

続
等
）

第
三
十
条
の
四

法
第
八
十
条
の
三
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
そ
の
登

記
の
申
請
書
に
、
当
該
登
記
が
同
条
の
規
定
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て

の
農
林
水
産
大
臣
の
証
明
書
で
、
当
該
登
記
を
受
け
る
事
項
が
同
条
の
規
定
に
該
当
す

る
こ
と
及
び
当
該
事
項
が
記
載
さ
れ
た
同
条
に
規
定
す
る
認
定
開
発
供
給
実
施
計
画
に

係
る
認
定
の
日
の
記
載
が
あ
る
も
の
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

登
録
免
許
税
法
施
行
規
則
第
十
二
条
第
一
項
、
第
二
項
及
び
第
六
項
の
規
定
は
、
法

第
八
十
条
の
三
第
二
号
イ
に
規
定
す
る
財
務
省
令
で
定
め
る
も
の
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
医
療
機
関
の
開
設
者
が
再
編
計
画
に
基
づ
き
不
動
産
を
取
得
し
た
場
合
の
所
有
権
の

（
医
療
機
関
の
開
設
者
が
再
編
計
画
に
基
づ
き
不
動
産
を
取
得
し
た
場
合
の
所
有
権
の

移
転
登
記
等
の
税
率
の
軽
減
を
受
け
る
た
め
の
手
続
）

移
転
登
記
等
の
税
率
の
軽
減
を
受
け
る
た
め
の
手
続
）

第
三
十
一
条

法
第
八
十
一
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
そ
の

第
三
十
条
の
四

法
第
八
十
条
の
三
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、

登
記
の
申
請
書
に
、
当
該
登
記
が
同
項
の
規
定
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
つ
い

そ
の
登
記
の
申
請
書
に
、
当
該
登
記
が
同
項
の
規
定
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に

て
の
厚
生
労
働
大
臣
の
証
明
書
で
、
そ
の
者
が
同
項
に
規
定
す
る
医
療
機
関
の
開
設
者

つ
い
て
の
厚
生
労
働
大
臣
の
証
明
書
で
、
そ
の
者
が
同
項
に
規
定
す
る
医
療
機
関
の
開

で
あ
る
こ
と
及
び
当
該
登
記
に
係
る
土
地
が
そ
の
者
の
同
項
に
規
定
す
る
再
編
計
画
に

設
者
で
あ
る
こ
と
及
び
当
該
登
記
に
係
る
土
地
が
そ
の
者
の
同
項
に
規
定
す
る
再
編
計

記
載
さ
れ
た
医
療
機
関
の
再
編
の
事
業
に
必
要
な
土
地
で
あ
る
こ
と
並
び
に
当
該
再
編

画
に
記
載
さ
れ
た
医
療
機
関
の
再
編
の
事
業
に
必
要
な
土
地
で
あ
る
こ
と
並
び
に
当
該

計
画
に
係
る
同
項
に
規
定
す
る
再
編
計
画
の
認
定
の
日
及
び
当
該
土
地
の
取
得
を
し
た

再
編
計
画
に
係
る
同
項
に
規
定
す
る
再
編
計
画
の
認
定
の
日
及
び
当
該
土
地
の
取
得
を

日
の
記
載
が
あ
る
も
の
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
た
日
の
記
載
が
あ
る
も
の
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

法
第
八
十
一
条
第
二
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
そ
の
登
記
の
申

２

法
第
八
十
条
の
三
第
二
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
そ
の
登
記
の
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請
書
に
、
当
該
登
記
が
同
項
の
規
定
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
の
厚
生

申
請
書
に
、
当
該
登
記
が
同
項
の
規
定
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
の
厚

労
働
大
臣
の
証
明
書
で
、
そ
の
者
が
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
医
療
機
関
の
開
設
者
で

生
労
働
大
臣
の
証
明
書
で
、
そ
の
者
が
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
医
療
機
関
の
開
設
者

あ
る
こ
と
及
び
当
該
登
記
に
係
る
建
物
が
そ
の
者
の
同
項
に
規
定
す
る
再
編
計
画
に
記

で
あ
る
こ
と
及
び
当
該
登
記
に
係
る
建
物
が
そ
の
者
の
同
項
に
規
定
す
る
再
編
計
画
に

載
さ
れ
た
医
療
機
関
の
再
編
の
事
業
に
必
要
な
建
物
で
あ
る
こ
と
並
び
に
当
該
再
編
計

記
載
さ
れ
た
医
療
機
関
の
再
編
の
事
業
に
必
要
な
建
物
で
あ
る
こ
と
並
び
に
当
該
再
編

画
に
係
る
同
項
に
規
定
す
る
再
編
計
画
の
認
定
の
日
及
び
当
該
建
物
の
建
築
を
し
た
日

計
画
に
係
る
同
項
に
規
定
す
る
再
編
計
画
の
認
定
の
日
及
び
当
該
建
物
の
建
築
を
し
た

の
記
載
が
あ
る
も
の
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

日
の
記
載
が
あ
る
も
の
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
認
定
特
定
民
間
中
心
市
街
地
経
済
活
力
向
上
事
業
計
画
に
基
づ
き
不
動
産
を
取
得
し

た
場
合
の
所
有
権
の
移
転
登
記
等
の
税
率
の
軽
減
を
受
け
る
た
め
の
手
続
）

第
三
十
一
条

法
第
八
十
一
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
そ
の

登
記
の
申
請
書
に
、
当
該
登
記
が
同
項
の
規
定
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
つ
い

て
の
経
済
産
業
大
臣
の
証
明
書
で
、
当
該
登
記
に
係
る
不
動
産
の
所
有
権
を
取
得
し
た

者
が
同
項
に
規
定
す
る
認
定
特
定
民
間
中
心
市
街
地
経
済
活
力
向
上
事
業
者
で
あ
る
こ

と
、
当
該
不
動
産
が
当
該
認
定
特
定
民
間
中
心
市
街
地
経
済
活
力
向
上
事
業
者
に
よ
り

同
項
に
規
定
す
る
特
定
民
間
中
心
市
街
地
経
済
活
力
向
上
事
業
の
用
に
供
す
る
た
め
に

当
該
特
定
民
間
中
心
市
街
地
経
済
活
力
向
上
事
業
の
実
施
区
域
内
に
お
い
て
取
得
さ
れ

た
も
の
で
あ
る
こ
と
並
び
に
同
項
に
規
定
す
る
認
定
特
定
民
間
中
心
市
街
地
経
済
活
力

向
上
事
業
計
画
に
つ
い
て
経
済
産
業
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
日
及
び
当
該
認
定
特
定
民

間
中
心
市
街
地
経
済
活
力
向
上
事
業
者
が
当
該
不
動
産
の
所
有
権
を
取
得
し
た
日
の
記

載
が
あ
る
も
の
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

法
第
八
十
一
条
第
二
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
そ
の
登
記
の
申

請
書
に
、
当
該
登
記
が
同
項
の
規
定
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
の
経
済

産
業
大
臣
の
証
明
書
で
、
当
該
登
記
に
係
る
建
物
を
建
築
し
た
者
が
同
条
第
一
項
に
規

定
す
る
認
定
特
定
民
間
中
心
市
街
地
経
済
活
力
向
上
事
業
者
で
あ
る
こ
と
、
当
該
建
物

が
当
該
認
定
特
定
民
間
中
心
市
街
地
経
済
活
力
向
上
事
業
者
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る

特
定
民
間
中
心
市
街
地
経
済
活
力
向
上
事
業
の
用
に
供
す
る
た
め
に
当
該
特
定
民
間
中

心
市
街
地
経
済
活
力
向
上
事
業
の
実
施
区
域
内
に
お
い
て
建
築
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ

と
並
び
に
同
項
に
規
定
す
る
認
定
特
定
民
間
中
心
市
街
地
経
済
活
力
向
上
事
業
計
画
に

つ
い
て
経
済
産
業
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
日
及
び
当
該
認
定
特
定
民
間
中
心
市
街
地
経

済
活
力
向
上
事
業
者
が
当
該
建
物
を
建
築
し
た
日
の
記
載
が
あ
る
も
の
を
添
付
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
十
一
条
の
二

削
除
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（
特
定
国
際
船
舶
等
の
所
有
権
の
保
存
登
記
等
の
税
率
の
軽
減
を
受
け
る
た
め
の
手
続
）

（
特
定
国
際
船
舶
の
所
有
権
の
保
存
登
記
等
の
税
率
の
軽
減
を
受
け
る
た
め
の
手
続
）

第
三
十
一
条
の
二

法
第
八
十
二
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、

第
三
十
一
条
の
三

法
第
八
十
二
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、

そ
の
登
記
の
申
請
書
に
、
当
該
登
記
が
同
項
の
規
定
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に

そ
の
登
記
の
申
請
書
に
、
当
該
登
記
が
同
項
の
規
定
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に

つ
い
て
の
国
土
交
通
大
臣
の
証
明
書
で
、
当
該
登
記
に
係
る
船
舶
を
建
造
し
た
者
が
同

つ
い
て
の
国
土
交
通
大
臣
の
証
明
書
で
、
当
該
登
記
に
係
る
船
舶
が
同
項
に
規
定
す
る

項
に
規
定
す
る
海
上
運
送
事
業
者
（
次
項
に
お
い
て
「
海
上
運
送
事
業
者
」
と
い
う
。

特
定
国
際
船
舶
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
特
定
国
際
船
舶
」
と
い
う
。
）
で
あ
る
こ

）
で
あ
る
こ
と
、
当
該
船
舶
が
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
認
定
特
定
船
舶
導
入
計
画
に

と
及
び
次
の
各
号
に
掲
げ
る
当
該
特
定
国
際
船
舶
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る

基
づ
き
建
造
さ
れ
た
同
項
に
規
定
す
る
特
定
国
際
船
舶
で
あ
つ
て
事
業
の
用
に
供
さ
れ

事
項
の
記
載
が
あ
る
も
の
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

た
こ
と
の
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
及
び
当
該
特
定
国
際
船
舶
が
建
造
さ
れ
た
日
の
記
載

が
あ
る
も
の
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

特
定
国
際
船
舶
で
事
業
の
用
に
供
さ
れ
た
こ
と
の
な
い
も
の

当
該
特
定
国
際
船

舶
を
建
造
し
た
者
が
法
第
八
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
海
上
運
送
事
業
者
（
以
下

こ
の
項
に
お
い
て
「
海
上
運
送
事
業
者
」
と
い
う
。
）
で
あ
る
こ
と
及
び
当
該
海
上

運
送
事
業
者
が
当
該
特
定
国
際
船
舶
を
建
造
し
た
日

二

法
第
八
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
外
国
法
人
か
ら
取
得
し
た
特
定
国
際
船
舶
で

航
行
の
安
全
が
確
保
さ
れ
て
い
る
も
の

当
該
特
定
国
際
船
舶
を
取
得
し
た
者
が
海

上
運
送
事
業
者
で
あ
る
こ
と
、
当
該
海
上
運
送
事
業
者
が
当
該
特
定
国
際
船
舶
を
当

該
外
国
法
人
か
ら
取
得
し
た
こ
と
、
当
該
特
定
国
際
船
舶
が
施
行
令
第
四
十
三
条
第

三
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
及
び
当
該
海
上
運
送
事
業
者
が

当
該
特
定
国
際
船
舶
を
取
得
し
た
日

２

法
第
八
十
二
条
第
二
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
そ
の
登
記
の
申

請
書
に
、
当
該
登
記
が
同
項
の
規
定
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
の
国
土

交
通
大
臣
の
証
明
書
で
、
当
該
登
記
に
係
る
船
舶
を
取
得
し
た
者
が
海
上
運
送
事
業
者

で
あ
る
こ
と
、
当
該
船
舶
が
同
項
に
規
定
す
る
外
国
法
人
か
ら
当
該
海
上
運
送
事
業
者

が
取
得
し
た
同
項
に
規
定
す
る
既
存
国
際
船
舶
で
あ
る
こ
と
及
び
当
該
既
存
国
際
船
舶

を
取
得
し
た
日
の
記
載
が
あ
る
も
の
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

法
第
八
十
二
条
第
三
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
そ
の
登
記
の
申

２

法
第
八
十
二
条
第
二
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
そ
の
登
記
の
申

請
書
に
、
前
二
項
に
規
定
す
る
証
明
書
で
、
当
該
登
記
が
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
債

請
書
に
、
前
項
に
規
定
す
る
証
明
書
で
、
当
該
登
記
が
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
債
権

権
を
担
保
す
る
た
め
に
受
け
る
第
一
項
の
特
定
国
際
船
舶
又
は
前
項
の
既
存
国
際
船
舶

を
担
保
す
る
た
め
に
受
け
る
前
項
各
号
に
掲
げ
る
特
定
国
際
船
舶
を
目
的
と
す
る
抵
当

を
目
的
と
す
る
抵
当
権
の
設
定
の
登
記
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
旨
の
記
載
が
あ
る
も
の

権
の
設
定
の
登
記
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
旨
の
記
載
が
あ
る
も
の
を
添
付
し
な
け
れ
ば

を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
ら
な
い
。

（
都
市
緑
化
支
援
機
構
が
土
地
を
取
得
し
た
場
合
の
所
有
権
の
移
転
登
記
の
免
税
を
受
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け
る
た
め
の
手
続
）

第
三
十
一
条
の
三

法
第
八
十
二
条
の
二
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
同
条
に
規

定
す
る
都
市
緑
化
支
援
機
構
は
、
そ
の
登
記
の
申
請
書
に
、
当
該
登
記
が
同
条
の
規
定

に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
の
都
道
府
県
知
事
又
は
市
長
の
証
明
書
で
、

当
該
登
記
に
係
る
土
地
の
所
有
権
の
取
得
が
都
市
緑
地
法
第
十
七
条
の
二
第
四
項
の
規

定
又
は
古
都
に
お
け
る
歴
史
的
風
土
の
保
存
に
関
す
る
特
別
措
置
法
第
十
三
条
第
四
項

の
規
定
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
及
び
当
該
取
得
の
日
の
記
載
が
あ
る
も
の
を
添
付
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
低
未
利
用
土
地
権
利
設
定
等
促
進
計
画
に
基
づ
き
不
動
産
を
取
得
し
た
場
合
の
所
有

権
等
の
移
転
登
記
等
の
税
率
の
軽
減
を
受
け
る
た
め
の
手
続
）

第
三
十
一
条
の
四
の
二

法
第
八
十
三
条
の
二
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が

、
申
請
に
よ
り
登
記
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
登
記
の
申
請
書
に
、
当
該

登
記
が
同
条
の
規
定
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
の
市
町
村
長
の
証
明
書

で
、
当
該
登
記
に
係
る
土
地
又
は
建
物
の
所
有
権
、
地
上
権
又
は
賃
借
権
の
取
得
が
同

条
に
規
定
す
る
低
未
利
用
土
地
権
利
設
定
等
促
進
計
画
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
こ
と
並

び
に
当
該
低
未
利
用
土
地
権
利
設
定
等
促
進
計
画
に
係
る
都
市
再
生
特
別
措
置
法
第
百

九
条
の
十
七
の
規
定
に
よ
る
公
告
が
あ
つ
た
日
及
び
当
該
取
得
の
日
の
記
載
が
あ
る
も

の
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

法
第
八
十
三
条
の
二
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
、
市
町
村
長
の
嘱
託

に
よ
り
登
記
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
市
町
村
長
に
対
す
る
登
記
の
嘱
託
の
請

求
書
に
同
条
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
旨
を
記
載
し
、
当
該
登
記
の
嘱
託
書

に
前
項
の
市
町
村
長
の
証
明
書
を
添
付
し
て
当
該
登
記
の
嘱
託
を
す
べ
き
旨
の
請
求
を

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
居
住
誘
導
区
域
等
権
利
設
定
等
促
進
計
画
に
基
づ
き
不
動
産
を
取
得
し
た
場
合
の
所

（
居
住
誘
導
区
域
等
権
利
設
定
等
促
進
計
画
に
基
づ
き
不
動
産
を
取
得
し
た
場
合
の
所

有
権
等
の
移
転
登
記
等
の
税
率
の
軽
減
を
受
け
る
た
め
の
手
続
）

有
権
等
の
移
転
登
記
等
の
税
率
の
軽
減
を
受
け
る
た
め
の
手
続
）

第
三
十
一
条
の
四
の
二

法
第
八
十
三
条
の
二
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が

第
三
十
一
条
の
四
の
三

法
第
八
十
三
条
の
二
の
二
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る

、
申
請
に
よ
り
登
記
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
登
記
の
申
請
書
に
、
当
該

者
が
、
申
請
に
よ
り
登
記
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
登
記
の
申
請
書
に
、

登
記
が
同
条
の
規
定
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
の
市
町
村
長
の
証
明
書

当
該
登
記
が
同
条
の
規
定
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
の
市
町
村
長
の
証

で
、
当
該
登
記
に
係
る
土
地
又
は
建
物
の
所
有
権
、
地
上
権
又
は
賃
借
権
の
取
得
が
同

明
書
で
、
当
該
登
記
に
係
る
土
地
又
は
建
物
の
所
有
権
、
地
上
権
又
は
賃
借
権
の
取
得

条
に
規
定
す
る
居
住
誘
導
区
域
等
権
利
設
定
等
促
進
計
画
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
こ
と

が
同
条
に
規
定
す
る
居
住
誘
導
区
域
等
権
利
設
定
等
促
進
計
画
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る

並
び
に
当
該
居
住
誘
導
区
域
等
権
利
設
定
等
促
進
計
画
に
係
る
都
市
再
生
特
別
措
置
法

こ
と
並
び
に
当
該
居
住
誘
導
区
域
等
権
利
設
定
等
促
進
計
画
に
係
る
都
市
再
生
特
別
措
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第
百
九
条
の
九
の
規
定
に
よ
る
公
告
が
あ
つ
た
日
及
び
当
該
取
得
の
日
の
記
載
が
あ
る

置
法
第
百
九
条
の
九
の
規
定
に
よ
る
公
告
が
あ
つ
た
日
及
び
当
該
取
得
の
日
の
記
載
が

も
の
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

あ
る
も
の
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

法
第
八
十
三
条
の
二
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
、
市
町
村
長
の
嘱
託

２

法
第
八
十
三
条
の
二
の
二
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
、
市
町
村
長
の

に
よ
り
登
記
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
市
町
村
長
に
対
す
る
登
記
の
嘱
託
の
請

嘱
託
に
よ
り
登
記
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
市
町
村
長
に
対
す
る
登
記
の
嘱
託

求
書
に
同
条
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
旨
を
記
載
し
、
当
該
登
記
の
嘱
託
書

の
請
求
書
に
同
条
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
旨
を
記
載
し
、
当
該
登
記
の
嘱

に
前
項
の
市
町
村
長
の
証
明
書
を
添
付
し
て
当
該
登
記
の
嘱
託
を
す
べ
き
旨
の
請
求
を

託
書
に
前
項
の
市
町
村
長
の
証
明
書
を
添
付
し
て
当
該
登
記
の
嘱
託
を
す
べ
き
旨
の
請

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

求
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
特
定
目
的
会
社
が
資
産
流
動
化
計
画
に
基
づ
き
特
定
不
動
産
を
取
得
し
た
場
合
等
の

（
特
定
目
的
会
社
が
資
産
流
動
化
計
画
に
基
づ
き
特
定
不
動
産
を
取
得
し
た
場
合
等
の

所
有
権
の
移
転
登
記
の
税
率
の
軽
減
を
受
け
る
た
め
の
手
続
）

所
有
権
の
移
転
登
記
の
税
率
の
軽
減
を
受
け
る
た
め
の
手
続
）

第
三
十
一
条
の
五

法
第
八
十
三
条
の
二
の
二
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す

第
三
十
一
条
の
五

法
第
八
十
三
条
の
二
の
三
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す

る
同
項
に
規
定
す
る
特
定
目
的
会
社
は
、
そ
の
登
記
の
申
請
書
に
、
当
該
登
記
が
同
項

る
同
項
に
規
定
す
る
特
定
目
的
会
社
は
、
そ
の
登
記
の
申
請
書
に
、
当
該
登
記
が
同
項

の
規
定
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
の
資
産
の
流
動
化
に
関
す
る
法
律
施

の
規
定
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
の
資
産
の
流
動
化
に
関
す
る
法
律
施

行
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
四
百
七
十
九
号
）
第
七
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同

行
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
四
百
七
十
九
号
）
第
七
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同

項
に
規
定
す
る
長
官
権
限
を
委
任
さ
れ
た
財
務
局
長
若
し
く
は
福
岡
財
務
支
局
長
又
は

項
に
規
定
す
る
長
官
権
限
を
委
任
さ
れ
た
財
務
局
長
若
し
く
は
福
岡
財
務
支
局
長
又
は

内
閣
府
設
置
法
第
四
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
財
務
局
の
長
と
み
な
さ
れ
た
沖
縄

内
閣
府
設
置
法
第
四
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
財
務
局
の
長
と
み
な
さ
れ
た
沖
縄

総
合
事
務
局
の
長
の
証
明
書
で
、
当
該
特
定
目
的
会
社
が
法
第
八
十
三
条
の
二
の
二
第

総
合
事
務
局
の
長
の
証
明
書
で
、
当
該
特
定
目
的
会
社
が
法
第
八
十
三
条
の
二
の
三
第

一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
も
の
で
あ
る
こ
と
、
当
該
特
定
目
的
会
社
に
よ

一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
も
の
で
あ
る
こ
と
、
当
該
特
定
目
的
会
社
に
よ

る
当
該
登
記
に
係
る
同
項
に
規
定
す
る
不
動
産
の
取
得
が
同
項
に
規
定
す
る
資
産
流
動

る
当
該
登
記
に
係
る
同
項
に
規
定
す
る
不
動
産
の
取
得
が
同
項
に
規
定
す
る
資
産
流
動

化
計
画
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
こ
と
、
同
号
ハ
に
規
定
す
る
特
定
不
動
産
の
割
合
（
当

化
計
画
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
こ
と
、
同
号
ハ
に
規
定
す
る
特
定
不
動
産
の
割
合
（
当

該
不
動
産
の
取
得
を
す
る
こ
と
に
よ
り
同
項
第
二
号
ロ
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
す
る
こ

該
不
動
産
の
取
得
を
す
る
こ
と
に
よ
り
同
項
第
二
号
ロ
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
す
る
こ

と
と
な
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
不
動
産
の
取
得
後
の
当
該
特
定
不
動
産
の
割
合
）

と
と
な
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
不
動
産
の
取
得
後
の
当
該
特
定
不
動
産
の
割
合
）

及
び
当
該
特
定
目
的
会
社
が
当
該
不
動
産
の
取
得
を
し
た
日
の
記
載
が
あ
る
も
の
を
添

及
び
当
該
特
定
目
的
会
社
が
当
該
不
動
産
の
取
得
を
し
た
日
の
記
載
が
あ
る
も
の
を
添

付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

法
第
八
十
三
条
の
二
の
二
第
二
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
信
託
会
社
等

２

法
第
八
十
三
条
の
二
の
三
第
二
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
信
託
会
社
等

（
同
項
に
規
定
す
る
信
託
会
社
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
そ

（
同
項
に
規
定
す
る
信
託
会
社
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
そ

の
登
記
の
申
請
書
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る

の
登
記
の
申
請
書
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る

書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

当
該
信
託
会
社
等
が
引
き
受
け
た
投
資
信
託
（
投
資
信
託
及
び
投
資
法
人
に
関
す

一

同

上

る
法
律
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
投
資
法
人
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
三
項
に

規
定
す
る
投
資
信
託
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
同
条
第
一
項
に

規
定
す
る
委
託
者
指
図
型
投
資
信
託
で
あ
る
場
合

次
に
掲
げ
る
書
類

イ

当
該
登
記
が
法
第
八
十
三
条
の
二
の
二
第
二
項
の
規
定
に
該
当
す
る
も
の
で
あ

イ

当
該
登
記
が
法
第
八
十
三
条
の
二
の
三
第
二
項
の
規
定
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
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る
こ
と
に
つ
い
て
の
金
融
庁
長
官
の
証
明
書
で
、
当
該
信
託
会
社
等
が
同
項
第
一

る
こ
と
に
つ
い
て
の
金
融
庁
長
官
の
証
明
書
で
、
当
該
信
託
会
社
等
が
同
項
第
一

号
イ
及
び
ハ
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
投
資
信
託
を
引
き
受
け
た
こ
と
、
当
該
信

号
イ
及
び
ハ
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
投
資
信
託
を
引
き
受
け
た
こ
と
、
当
該
信

託
会
社
等
に
よ
る
当
該
登
記
に
係
る
同
項
に
規
定
す
る
不
動
産
の
取
得
が
同
項
に

託
会
社
等
に
よ
る
当
該
登
記
に
係
る
同
項
に
規
定
す
る
不
動
産
の
取
得
が
同
項
に

規
定
す
る
投
資
信
託
約
款
に
従
つ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
、
同
号
イ
に
規
定
す
る
特

規
定
す
る
投
資
信
託
約
款
に
従
つ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
、
同
号
イ
に
規
定
す
る
特

定
不
動
産
の
割
合
（
当
該
不
動
産
を
取
得
す
る
こ
と
に
よ
り
同
項
第
二
号
ロ
に
掲

定
不
動
産
の
割
合
（
当
該
不
動
産
を
取
得
す
る
こ
と
に
よ
り
同
項
第
二
号
ロ
に
掲

げ
る
要
件
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
不
動
産
の
取
得
後

げ
る
要
件
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
不
動
産
の
取
得
後

の
当
該
特
定
不
動
産
の
割
合
）
並
び
に
当
該
信
託
会
社
等
が
当
該
不
動
産
の
取
得

の
当
該
特
定
不
動
産
の
割
合
）
並
び
に
当
該
信
託
会
社
等
が
当
該
不
動
産
の
取
得

を
し
た
日
の
記
載
が
あ
る
も
の

を
し
た
日
の
記
載
が
あ
る
も
の

ロ

当
該
登
記
が
法
第
八
十
三
条
の
二
の
二
第
二
項
の
規
定
に
該
当
す
る
も
の
で
あ

ロ

当
該
登
記
が
法
第
八
十
三
条
の
二
の
三
第
二
項
の
規
定
に
該
当
す
る
も
の
で
あ

る
こ
と
に
つ
い
て
の
国
土
交
通
大
臣
の
証
明
書
で
、
当
該
投
資
信
託
に
係
る
投
資

る
こ
と
に
つ
い
て
の
国
土
交
通
大
臣
の
証
明
書
で
、
当
該
投
資
信
託
に
係
る
投
資

法
人
法
第
二
条
第
十
一
項
に
規
定
す
る
投
資
信
託
委
託
会
社
が
宅
地
建
物
取
引
業

法
人
法
第
二
条
第
十
一
項
に
規
定
す
る
投
資
信
託
委
託
会
社
が
宅
地
建
物
取
引
業

法
第
五
十
条
の
二
第
一
項
の
認
可
を
受
け
て
い
る
旨
の
記
載
が
あ
る
も
の

法
第
五
十
条
の
二
第
一
項
の
認
可
を
受
け
て
い
る
旨
の
記
載
が
あ
る
も
の

二

省

略

二

同

上

３

法
第
八
十
三
条
の
二
の
二
第
三
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
投
資
法
人
（

３

法
第
八
十
三
条
の
二
の
三
第
三
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
投
資
法
人
（

同
項
に
規
定
す
る
投
資
法
人
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
そ
の
登

同
項
に
規
定
す
る
投
資
法
人
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
そ
の
登

記
の
申
請
書
に
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

記
の
申
請
書
に
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

当
該
登
記
が
法
第
八
十
三
条
の
二
の
二
第
三
項
の
規
定
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る

一

当
該
登
記
が
法
第
八
十
三
条
の
二
の
三
第
三
項
の
規
定
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る

こ
と
に
つ
い
て
の
投
資
信
託
及
び
投
資
法
人
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
百
三
十
五
条

こ
と
に
つ
い
て
の
投
資
信
託
及
び
投
資
法
人
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
百
三
十
五
条

第
三
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
長
官
権
限
の
一
部
を
委
任
さ
れ
た
財
務
局

第
三
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
長
官
権
限
の
一
部
を
委
任
さ
れ
た
財
務
局

長
若
し
く
は
福
岡
財
務
支
局
長
又
は
内
閣
府
設
置
法
第
四
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に

長
若
し
く
は
福
岡
財
務
支
局
長
又
は
内
閣
府
設
置
法
第
四
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
財
務
局
の
長
と
み
な
さ
れ
た
沖
縄
総
合
事
務
局
の
長
の
証
明
書
で
、
当
該
投
資

よ
り
財
務
局
の
長
と
み
な
さ
れ
た
沖
縄
総
合
事
務
局
の
長
の
証
明
書
で
、
当
該
投
資

法
人
が
法
第
八
十
三
条
の
二
の
二
第
三
項
第
一
号
イ
、
ロ
及
び
ニ
に
掲
げ
る
要
件
を

法
人
が
法
第
八
十
三
条
の
二
の
三
第
三
項
第
一
号
イ
、
ロ
及
び
ニ
に
掲
げ
る
要
件
を

満
た
す
も
の
で
あ
る
こ
と
、
当
該
投
資
法
人
に
よ
る
当
該
登
記
に
係
る
同
項
に
規
定

満
た
す
も
の
で
あ
る
こ
と
、
当
該
投
資
法
人
に
よ
る
当
該
登
記
に
係
る
同
項
に
規
定

す
る
不
動
産
の
取
得
が
同
項
に
規
定
す
る
規
約
に
従
つ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
、
同
号

す
る
不
動
産
の
取
得
が
同
項
に
規
定
す
る
規
約
に
従
つ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
、
同
号

イ
に
規
定
す
る
特
定
不
動
産
の
割
合
（
当
該
不
動
産
を
取
得
す
る
こ
と
に
よ
り
同
項

イ
に
規
定
す
る
特
定
不
動
産
の
割
合
（
当
該
不
動
産
を
取
得
す
る
こ
と
に
よ
り
同
項

第
二
号
ロ
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
不
動

第
二
号
ロ
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
不
動

産
の
取
得
後
の
当
該
特
定
不
動
産
の
割
合
）
並
び
に
当
該
投
資
法
人
が
当
該
不
動
産

産
の
取
得
後
の
当
該
特
定
不
動
産
の
割
合
）
並
び
に
当
該
投
資
法
人
が
当
該
不
動
産

の
取
得
を
し
た
日
の
記
載
が
あ
る
も
の

の
取
得
を
し
た
日
の
記
載
が
あ
る
も
の

二

当
該
登
記
が
法
第
八
十
三
条
の
二
の
二
第
三
項
の
規
定
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る

二

当
該
登
記
が
法
第
八
十
三
条
の
二
の
三
第
三
項
の
規
定
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る

こ
と
に
つ
い
て
の
国
土
交
通
大
臣
の
証
明
書
で
、
当
該
投
資
法
人
か
ら
投
資
法
人
法

こ
と
に
つ
い
て
の
国
土
交
通
大
臣
の
証
明
書
で
、
当
該
投
資
法
人
か
ら
投
資
法
人
法

第
百
九
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
そ
の
資
産
の
運
用
に
係
る
業
務
を
委
託
さ
れ
た
投
資

第
百
九
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
そ
の
資
産
の
運
用
に
係
る
業
務
を
委
託
さ
れ
た
投
資

法
人
法
第
二
条
第
二
十
一
項
に
規
定
す
る
資
産
運
用
会
社
が
、
宅
地
建
物
取
引
業
法

法
人
法
第
二
条
第
二
十
一
項
に
規
定
す
る
資
産
運
用
会
社
が
、
宅
地
建
物
取
引
業
法

第
五
十
条
の
二
第
一
項
の
認
可
を
受
け
て
い
る
旨
の
記
載
が
あ
る
も
の

第
五
十
条
の
二
第
一
項
の
認
可
を
受
け
て
い
る
旨
の
記
載
が
あ
る
も
の
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（
認
定
鉄
道
事
業
再
構
築
実
施
計
画
に
基
づ
き
不
動
産
を
取
得
し
た
場
合
の
所
有
権
等

（
特
定
の
社
債
的
受
益
権
に
係
る
特
定
目
的
信
託
の
終
了
に
伴
い
信
託
財
産
を
買
い
戻

の
移
転
登
記
の
税
率
の
軽
減
を
受
け
る
た
め
の
手
続
）

し
た
場
合
の
所
有
権
の
移
転
登
記
等
の
免
税
を
受
け
る
た
め
の
手
続
）

第
三
十
一
条
の
五
の
三

法
第
八
十
三
条
の
四
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は

第
三
十
一
条
の
五
の
三

法
第
八
十
三
条
の
四
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
同
条

、
そ
の
登
記
の
申
請
書
に
、
当
該
登
記
が
同
条
の
規
定
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と

に
規
定
す
る
原
委
託
者
は
、
そ
の
登
記
又
は
登
録
の
申
請
書
に
、
当
該
登
記
又
は
登
録

に
つ
い
て
の
国
土
交
通
大
臣
の
証
明
書
で
、
当
該
登
記
に
係
る
土
地
又
は
建
物
の
所
有

が
同
条
の
規
定
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
の
資
産
の
流
動
化
に
関
す
る

権
、
地
上
権
又
は
賃
借
権
を
取
得
し
た
者
が
同
条
に
規
定
す
る
鉄
道
事
業
者
で
あ
る
こ

法
律
施
行
令
第
七
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
長
官
権
限
を
委
任

と
、
当
該
土
地
又
は
建
物
が
施
行
令
第
四
十
三
条
の
四
に
規
定
す
る
土
地
又
は
建
物
に

さ
れ
た
財
務
局
長
若
し
く
は
福
岡
財
務
支
局
長
又
は
内
閣
府
設
置
法
第
四
十
五
条
第
一

該
当
す
る
こ
と
及
び
法
第
八
十
三
条
の
四
に
規
定
す
る
認
定
鉄
道
事
業
再
構
築
実
施
計

項
の
規
定
に
よ
り
財
務
局
の
長
と
み
な
さ
れ
た
沖
縄
総
合
事
務
局
の
長
の
証
明
書
で
、

画
に
つ
い
て
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
日
の
記
載
が
あ
る
も
の
を
添
付
し
な
け

法
第
八
十
三
条
の
四
に
規
定
す
る
特
定
目
的
信
託
が
同
条
各
号
に
掲
げ
る
要
件
の
全
て

れ
ば
な
ら
な
い
。

を
満
た
す
も
の
で
あ
る
こ
と
、
当
該
原
委
託
者
が
当
該
特
定
目
的
信
託
の
効
力
が
生
じ

た
時
か
ら
当
該
特
定
目
的
信
託
に
係
る
信
託
契
約
の
終
了
の
時
ま
で
引
き
続
き
当
該
特

定
目
的
信
託
の
委
託
者
で
あ
つ
た
こ
と
、
当
該
特
定
目
的
信
託
の
信
託
財
産
に
属
す
る

財
産
で
あ
つ
て
当
該
登
記
又
は
登
録
に
係
る
も
の
（
当
該
特
定
目
的
信
託
の
効
力
が
生

じ
た
時
に
同
条
に
規
定
す
る
受
託
信
託
会
社
等
が
当
該
原
委
託
者
か
ら
当
該
特
定
目
的

信
託
の
信
託
財
産
と
し
て
取
得
し
た
も
の
に
限
る
。
）
が
当
該
受
託
信
託
会
社
等
か
ら

当
該
原
委
託
者
に
賃
貸
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
こ
と
及
び
当
該
財
産
が
当
該
信
託
契

約
の
終
了
の
時
に
当
該
原
委
託
者
に
よ
り
買
い
戻
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
並
び
に
当

該
信
託
契
約
の
終
了
の
日
、
当
該
原
委
託
者
が
当
該
財
産
を
買
い
戻
し
た
日
、
当
該
特

定
目
的
信
託
の
効
力
が
生
じ
た
日
か
ら
同
条
第
一
号
に
規
定
す
る
社
債
的
受
益
権
の
元

本
の
償
還
が
完
了
す
る
日
ま
で
の
期
間
及
び
当
該
社
債
的
受
益
権
に
係
る
受
益
証
券
が

発
行
さ
れ
た
日
の
記
載
が
あ
る
も
の
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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